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JSGニュースレター

COVID-19予防対策に伴う

法務対応に関する最新情報

【連載第 4回】従業員の給与・勤務時間の

削減等を⾏う際の注意事項

クライアント各位
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

台湾国内では新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の感染拡⼤が続き、多く
の産業に深刻な影響を及ぼしています。そこで、労働法令の理解·確認に努め、効果
的な危機対策、労働紛争の防⽌に積極的に取り込む企業を⽀援するために、德勤
商務法律事務所は、《コロナ禍における労働法令に関してよくある企業からのご質問
10 個》を連載企画としてまとめました。第 4 回となる今回は「従業員の給与・勤務時
間の削減等を⾏う際の注意事項」を解説いたします。

従業員の給与の調整・勤務時間の削減を⾏う際に、労働部が公表した《不況の影
響により労使双⽅が勤務時間の削減に関する協議を⾏う場合の注意事項》（中国
語︓因應景氣影響勞雇雙⽅協商減少⼯時應⾏注意事項）の内容に注意する必
要があります。労使双⽅が勤務時間の削減に伴う賃⾦の減額の実施（勤務時間の
削減）に同意した場合、労働部が公表した《労使双⽅の勤務時間削減に関する協
議書（テンプレート）》を参考に書⾯で約定しなければならず、その期間は 3 か⽉を
超えないことが原則です。また、事業体に労働組合が組織されている場合、勤務時間
の削減に伴う賃⾦の減額について、当該労働組合との協議を⾏ったうえ、個々の労働



者と協議し、合意を得るのが望ましい、としています。勤務時間削減の実施対象者の
選定および実施⽅法については、公平・公正の原則に注意して、検討する必要があり
ます。

「賃⾦」 の認定および計算は、労働基準法第 2 条第三号および同法の施⾏細
則第 10条の規定に従って取り扱わなければならず、「労務との対価関係があり、経常
的に⽀給されている（すなわち、時間と制度に基づく経常的な⽀給の性質を有す
る）」という⼆つの要件を満たした場合、労働基準法で定義された「賃⾦」に該当しま
す。⼀⽅、単なる恩恵的⽀給または奨励的⽀給の場合は、労働者の労務提供の対
価として経常的に⽀給されるものではないので、労働基準法にいう「賃⾦」に該当しま
せん。雇⽤主が⽉給制の正規雇⽤労働者について給与の減額を実施する場合、そ
の賃⾦⽉額は最低賃⾦を下回ってはならず、勤務時間の削減に伴う賃⾦の減額は、
労働者と通常勤務⽇として合意した⽇にのみ実施が可能である、としています。また、
本来ある法定休⽇、所定休⽇および国定休⽇について、その⽇の賃⾦を減額するこ
とはできず、通常どおり⽀払わなければならないので、ご注意ください。
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⽇商組新聞稿

防疫法律快遞

【系列 4】員⼯薪資調整

與減班休息等應注意事項

隨著新冠肺炎（Covid-19）本⼟疫情持續嚴峻，逐步衝擊臺灣各產業領

域，為協助企業積極了解與確認勞動法令，有效因應危機且預防紛爭，德勤

商務法律團隊彙整規畫《疫情下企業常⾒的⼗項勞動法令問題》，今⽇推出

【系列 4】員⼯薪資調整與減班休息等應注意事項。後續將陸續提出其他勞

動法令問題供企業參考。

於員⼯薪資調整與減班休息時，須注意勞動部所頒布之《因應景氣影響

勞雇雙⽅協商減少⼯時應⾏注意事項》內容。勞雇雙⽅如同意實施減少⼯時

及⼯資(減班休息)，應參考勞動部所發布之《勞雇雙⽅協商減少⼯時協議書

（範例）》以書⾯約定之，期間以不超過三個⽉為原則。事業單位有⼯會組

織者，宜先與該⼯會協商，並與個別勞⼯協商合意減少⼯時及⼯資。就減班

休息之對象選擇與實施⽅式，企業應注意衡平原則。

「⼯資」應如何認定及計算？應遵循勞動基準法第 2 條第 3 款及同法施

⾏細則第10條規定。如符合「與勞務具有對價關係，和經常性給與（即給付

具有時間與制度之經常性）」⼆要件，應屬勞動基準法定義下之「⼯資」。

相反地，如僅屬恩惠性或勉勵性質之給與，並非勞⼯提供勞務即可獲取之對

價，亦非時間上可經常性領得之給與，則即非勞動基準法之⼯資。於員⼯薪

資調整時，對於按⽉計酬全時勞⼯，其每⽉⼯資仍不得低於基本⼯資。雇主



僅能針對與勞⼯約定之正常上班⽇減少⼯時及⼯資，對於原本的例假⽇、休

息⽇及國定假⽇，⼯資仍應照給，不得扣除。
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